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第１号議案 会長選任 
 

会長選任 

 マルコム・ボルトン会長の退任に伴い、日下部 治副会長を会長に選任する。 

【会長候補者】 

 氏名 ： 日下部 治 （くさかべ おさむ） 
 現所属   ： 独立行政法人 国立高等専門学校機構 茨城工業高等専門学校 
 役職 ：  校長 
 国籍 ：  日本 

学歴 

1975 年 東京工業大学大学院 理工学研究科 修士課程修了 （土木工学専攻） 

1982 年 ケンブリッジ大学大学院 工学研究科 博士課程修了 

職歴 

1975 年 東京工業大学  助手 

1979 年 宇都宮大学  助教授 

1990 年 ケンブリッジ大学 チャーチル カレッジ フェロー 

1991 年 広島大学  教授 

1995 年 国立シンガポール大学  客員教授 

1996 年 東京工業大学  教授 

2000 年 東京工業大学 大学院理工学研究科教授 

2004 年 文部科学省在外研究員 デルフト工科大学 

2011 年 東京工業大学名誉教授 

2011 年 茨城工業高等専門学校 校長 

委員歴 

2010 年－2011 年 地盤工学会 会長 

2007 年－2008 年 土木学会 副会長 

2007 年－2008 年 日本工学会 監事 

1999 年－2001 年 アジア土木学協会連合協議会 事務総長 

2006 年－2008 年 シンガポール国土交通庁 国際顧問 

2009 年－2013 年 国際地盤工学会 理事 

2013 年－現在 国際圧入学会 副会長 

研究分野 

 土質力学、地盤工学、地盤リスク分析、地盤安全工学 
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第 2 号議案 理事選任 
 

理事選任 
 

定款第 12 条に基づき、理事の新任をする。 

 

【理事候補者】 

 氏名 ： ダン ダン トゥン 

 現所属   ： ベトナム・ホーチミン工科大学 土木工学部 

 役職 ：  講師 

 国籍 ：  ベトナム 

学歴 

1996 年 4 月～2000 年 3 月 国立徳山工業専門学校 土木建築工学科 準学士 

2000 年 4 月～2002 年 3 月 長岡技術科学大学 工学部 建設工学課程 学士 

2002 年 4 月～2004 年 3 月 長岡技術科学大学 大学院研究科 建設工学専攻 修士 

2004 年 4 月～2007 年 3 月 長岡技術科学大学 大学院研究科 材料工学専攻 博士 

論文タイトル 「ケーブル構造における形状決定と構造解析に関する研究」 

職歴 

2007 年 4 月～現在 ホーチミン工科大学 講師 

2008 年 4 月～現在 長岡技術科学大学 客員准教授 

研究分野 

橋梁工学、鋼構造の関係 20 編以上の論文を執筆。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This document was downloaded from www.press-in.org Access regularly to keep you updated 



決議事項  3 / 3 

 
Activity Statements 

IPA15AC_EX.001JA 

8 February 2016 

 

第 3 号議案 定款の改訂 
 
 

定款の改訂 
 

定款 第 4 章総則 理事および監事 第 16 条 理事、監事の報酬の変更を以下のとおり行う。 

旧：理事および監事は、無給とする。 

新：理事および監事には報酬を支払うことができる。 

     学会活動が多様化するにあたり、組織として柔軟な対応をするため。 

     上記は、附則 3 として追記する。 

 

  附則 2 2010 年 8 月 3 日に第２条を変更した。 

   2010 年 8 月 3 日の通常総会で決議された、第 6 号議案に基づき、附則を追記する。 

 

  附則 3 2016 年 4 月 1 日に第 16 条を変更し、細則 1、細則 2、細則 3 を制定した。 

       細則 1 旅費規定 

       細則 2 委員謝金及び交通費支給規定 

       細則 3 理事・監事報酬規定 

   細則 1 は平成 19 年 5 月 7 日、細則 2 は平成 21 年 9 月 10 日に制定しているが、それぞれ

附則として追記した。細則 3 は今回新規に制定。 
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